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第３期中期目標、中期計画及び各年度計画対照表 
 

第３期中期目標 第３期中期計画 平成１９年度計画 平成２０年度計画 平成２１年度計画 平成２２年度計画 

Ⅰ 中期目標の期間 

中期目標の期間は、平成１９年４月１

日から平成２３年３月３１日までの４

年間とする。 

     

Ⅱ 国民に対して提供するサービスそ

の他の業務の質の向上に関する事項 

 

 

１．学校教育関係職員に対する研修 

（１）実施する研修の基本的な内容 

国として実施する責務を有する研修

は、以下の①及び②を基本とし、セン

ターはこれに沿った、別紙に掲げる各

研修を実施する。各研修の研修内容、

受講対象、日数、人数等については、

中期計画で定める。 

なお、毎事業年度の各研修の日数、

人数は、中期計画を基本としつつ、よ

り効果的・効率的なものとなるよう年

度計画において明確に定める。 

 

① 各地域で学校教育において中心的

な役割を担う校長・教頭等の教職員に

対する学校管理研修 

② 喫緊の重要課題について、地方公共

団体が行う研修等の講師や企画・立案

等を担う指導者を養成するための研修 

 

これに加え、地方公共団体単独での

実施が困難なことから共益的事業とし

て地方公共団体からの委託等により例

外的に、以下の③の研修を実施する。 

③ 地方公共団体の共益的事業として

委託等により例外的に実施する研修 

 

このほか、①から③に該当するもので

あって、別紙以外に緊急に実施す 

る必要性が生じた研修については、関

係行政機関の委託等により実施する。 

 

 

 

（２）各研修の目標とする成果の指標 

各研修の目標とする成果の指標につ

いては、以下に掲げるような方法を基

本として各研修毎に定め、達成状況を

把握するとともに、その達成に努める。 

 

 

 

Ⅰ 国民に対して提供するサービスそ

の他の業務の質の向上に関する目標

を達成するためとるべき措置 

 

１．学校教育関係職員に対する研修 

（１）実施する研修の基本的な内容 

センターは、中期目標に基づき、以

下の①及び②を基本とした別紙１に

掲げる各研修を実施する。 

なお、各研修の日数、人数等の詳細

については、別紙１に掲げるものを基

本としつつ、毎事業年度の実際の受講

者数、受講者又は任命権者等からのア

ンケート調査結果、評価結果を踏まえ

て、より効果的・効率的なものとなる

よう年度計画において明確に定める。 

 

① 各地域で学校教育において中心的

な役割を担う校長・教頭等の教職員に

対する学校管理研修 

② 喫緊の重要課題について、地方公

共団体が行う研修等の講師や企画・立

案等を担う指導者を養成するための

研修 

これに加え、以下の③の研修とし

て、別紙２に掲げる各研修を実施す

る。 

 

③ 地方公共団体の共益的事業として

委託等により例外的に実施する研修 

 

このほか、①から③に該当するもので

あって、別紙以外に、緊急に新たに実

施する 

必要性が生じた研修については、関

係行政機関からの要請又は委託によ

り実施する。 

 

（２）各研修の目標とする成果の指標 

各研修の目標とする成果の指標に

ついては、各研修毎に、以下の①から

④の方法の中から別紙１及び別紙２

に掲げるように定め、達成状況を把握

するとともに、その達成に努める。 

 

 

Ⅰ 国民に対して提供するサービスそ

の他の業務の質の向上に関する目標

を達成するためとるべき措置 

 

１．学校教育関係職員に対する研修 

（１）実施する研修の基本的な内容 

中期計画に基づき、別紙１のとおり

各研修を実施する。 

また、各研修以外に新たに実施する

必要性が生じた研修については、国か

らの要請又は地方公共団体からの委

託により実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）各研修の目標とする成果の指標

中期計画の別紙に定めた、各研修毎

の目標とする成果の指標について、本

事業年度については、以下の①から④

の方法の中から別紙１に掲げるよう

に定め、達成状況を把握するととも

に、その達成に努める。 
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第３期中期目標 第３期中期計画 平成１９年度計画 平成２０年度計画 平成２１年度計画 平成２２年度計画 

① センターが設定する受講者数に対

する実際の受講者の参加率が、毎事業

年度平均で８５％以上となるようにす

る。 

 

 

 

 

 

 

② 受講者に対して、研修終了後に研修

内容・方法、研修環境等についてのア

ンケート調査等を実施し、毎事業年度

平均で８５％以上から「有意義であっ

た」などのプラスの評価を得る。 

 

 

 

 

 

 

③ 受講者の任命権者である都道府県

教育委員会等に対して、研修終了後、

相当の期間内に研修成果の還元状況等

についてのアンケート調査等を実施

し、事業年度平均で８０％以上から「セ

ンターでの研修成果を各都道府県教育

委員会等が行う研修等で効果的に活用

できている」などのプラスの評価を得

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）各研修の効果的・効率的な実施

のための方法の導入 

個々の研修目的等に照らし、効果

的・効率的な研修の実施が可能となる

よう、アンケート調査を活用した研修

① これまでの受講者数又は毎事業年

度の評価結果等を踏まえて、センター

が自ら設定する受講者数に対する実

際の受講者の参加率が、毎事業年度平

均で８５％以上となるようにする。仮

に、実際の受講者の参加率が、毎事業

年度平均で８５％を下回った場合に

は、研修内容・方法の見直し等、必要

な措置を講じる。 

 

② 受講者に対して、研修終了直後又

は１年後を目途として研修内容・方

法、研修環境等についてのアンケート

調査等を実施し、毎事業年度平均で８

５％以上から「有意義であった」など

のプラスの評価を得る。仮に、プラス

の評価とした受講者の割合が毎事業

年度平均で８５％を下回った場合に

は、研修内容・方法の見直し等、必要

な措置を講じる。 

 

③ 受講者の任命権者である都道府

県・指定都市教育委員会、市町村教育

委員会又は所属する各学校長等に対

して、研修終了後１年後を目途として

アンケート調査等を実施し、事業年度

平均で８０％以上から、「研修成果を

効果的に活用できている」などのプラ

スの評価を得る。仮に、プラスの評価

とした任命権者等の割合が事業年度

平均で８０％を下回った場合には、研

修内容・方法の見直し等、必要な措置

を講じる。 

 

④ 受講者又はその任命権者等に対す

る調査等を適宜実施し、事業年度平均

で８０％以上の受講者が、研修終了後

に、各地域における学校訪問の実施、

各教育委員会等が行う研修等の企

画・立案、講師として又は各種教育施

策の企画・立案・推進において指導的

な役割を担っているとの結果を得る。

仮に、各地域で研修講師等としての役

割を担った者の割合が事業年度平均

で８０％を下回った場合には、研修内

容・方法の見直し等、必要な措置を講

じる。 

 

（３）各研修の効果的・効率的な実施

のための方法の導入 

各研修の実施にあたっては、個々の

研修内容等を勘案のうえ、以下に示す

ことについて検討し、各研修の効果

① これまでの受講者数又は事業年度

の評価結果等を踏まえて、センターが

設定した受講者数に対する実際の受

講者の参加率が、事業年度平均で８

５％以上となるようにする。仮に、実

際の受講者の参加率が、事業年度平均

で８５％を下回った場合には、研修内

容・方法の見直し等、必要な措置を講
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は１年後を目途として研修内容・方

法、研修環境等についてのアンケート

調査等を実施し、事業年度平均で８

５％以上から「有意義であった」など

のプラスの評価を得る。仮に、プラス

の評価とした受講者の割合が事業年

度平均で８５％を下回った場合には、

研修内容・方法の見直し等、必要な措
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して、研修終了後１年後を目途として

アンケート調査等を実施し、事業年度

平均で８０％以上から、「研修成果を

効果的に活用できている」などのプラ

スの評価を得る。仮に、プラスの評価

とした任命権者等の割合が事業年度

平均で８０％を下回った場合には、研

修内容・方法の見直し等、必要な措置
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④ 受講者又はその任命権者等に対す

る調査等を適宜実施し、事業年度平均
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のための方法の導入 

各研修毎に、以下の①から⑦の方法

について検討を行ったうえで、効果
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際の受講者の参加率が、事業年度平均

で８５％を下回った場合には、研修内

容・方法の見直し等、必要な措置を講

じる。 

 

② 受講者に対して、研修終了直後又

は１年後を目途として研修内容・方

法、研修環境等についてのアンケート

調査等を実施し、事業年度平均で８

５％以上から「有意義であった」など

のプラスの評価を得る。仮に、プラス

の評価とした受講者の割合が事業年

度平均で８５％を下回った場合には、

研修内容・方法の見直し等、必要な 

措置を講じる。 

 

③ 受講者の任命権者である都道府

県・指定都市教育委員会、市町村教育

委員会又は所属する各学校長等に対

して、研修終了後１年後を目途として

アンケート調査等を実施し、事業年度

平均で８０％以上から、「研修成果を

効果的に活用できている」などのプラ

スの評価を得る。仮に、プラスの評価

とした任命権者等の割合が事業年度 

平均で８０％を下回った場合には、研

修内容・方法の見直し等、必要な措置

を講じる。 

 

④ 受講者又はその任命権者等に対す

る調査等を適宜実施し、事業年度平均

で８０％以上の受講者が、研修終了後

に、各地域における学校訪問の実施、

各教育委員会等が行う研修等の企

画・立案、講師として又は各種教育施

策の企画・立案・推進において指導的

な役割を担っているとの結果を得る。

仮に、各地域で研修講師等としての役

割を担った者の割合が事業年度平均

で８０％を下回った場合には、研修内

容・方法の見直し等、必要な措置を講

じる。 

 

（３）各研修の効果的・効率的な実施

のための方法の導入 

各研修毎に、以下の①から⑦の方法

について検討を行ったうえで、効果

的・効率的な実施に資するものについ



 
 

3 
 

第３期中期目標 第３期中期計画 平成１９年度計画 平成２０年度計画 平成２１年度計画 平成２２年度計画 

内容・方法等の見直し、インターネッ

トの活用、大学や民間企業の専門家の

活用、受講者の研修成果の把握と任命

権者への提供等について検討を行い、

適当なものを導入する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

的・効率的な実施に適当な方法を導入

する。 

なお、具体的な方法については、毎

事業年度の計画において明確に定め

る。 

 

① 毎事業年度、受講者又はその任命

権者等に対するアンケート調査等を

実施し、各研修内容・方法の改善・充

実に関する意見、受講者又はその任命

権者等の研修ニーズ等を把握する。ま

た、その結果を踏まえ、次年度以降の

研修内容・方法の見直し等に適切に反

映する。 

 

② 受講者及びその任命権者に対し

て、受講者の応募段階で、研修成果の

還元に関する事前計画書等の作成・提

出を求めるとともに、研修終了後、相

当の期間内にこれらの者に対するア

ンケート調査等を行い、学校内外への

研修成果の還元内容・方法等について

把握する。 

 

③ 研修内容・方法について、一斉講

義を中心とした研修を行ういわゆる

事前研修と、中央において演習等を中

心とした研修を行ういわゆる集合研

修に分類し、事前研修については、イ

ンターネット等を活用した講義の配

信、映像コンテンツ等を配布すること

による自主的研修により行い、また中

央で行うものは集合研修に特化・重点

化する。 

 

④ 受講者及びその任命権者等の利便

性、ニーズ等を勘案し、一定のブロッ

ク単位等、地方で開催する。 

 

⑤ 研修の企画や運営にあたっては、

教員養成系大学・学部等の大学教員や

国立教育政策研究所、民間企業等の専

門家の知見を活用するとともに、これ

らの機関との連携・協力を推進する。 

 

⑥ 研修終了時に、受講者に対して研

修を受講したことにより得られたと

考える成果等に関する報告書（研修成

果報告書）の作成・提出を義務付ける

とともに、これらを任命権者に提供す

る。 

 

⑦ 研修内容の一部に、研修の企画・

ては導入する。 

 

 

 

 

 

① 受講者又はその任命権者等に対す

るアンケート調査等を実施し、各研修

内容・方法の改善・充実に関する意見、

受講者又はその任命権者等の研修ニ

ーズ等を把握する。また、その結果を

踏まえ、次年度以降の研修内容・方法

の見直し等に適切に反映する。 

 

 

② 受講者及びその任命権者に対し

て、受講者の応募段階で、研修成果の

還元に関する事前計画書等の作成・提

出を求めるとともに、研修終了後、相

当の期間内にこれらの者に対するア

ンケート調査等を行い、学校内外への

研修成果の還元内容・方法等について

把握する。 

 

③ 研修内容・方法について、一斉講

義を中心とした研修を行ういわゆる

事前研修と、中央において演習等を中

心とした研修を行ういわゆる集合研

修に分類し、事前研修については、イ

ンターネット等を活用した講義の配

信、映像コンテンツ等を配布すること

による自主的研修により行い、また中

央で行うものは集合研修に特化・重点

化する。 

 

④ 受講者及びその任命権者等の利便

性、ニーズ等を勘案し、一定のブロッ

ク単位等、地方で開催する。 

 

⑤ 研修の企画や運営にあたっては、

教員養成系大学・学部等の大学教員や

国立教育政策研究所、民間企業等の専

門家の知見を活用するとともに、これ

らの機関との連携・協力を推進する。

 

⑥ 研修終了時に、受講者に対して研

修を受講したことにより得られたと

考える成果等に関する報告書（研修成

果報告書）の作成・提出を義務付ける

とともに、これらを任命権者に提供す

る。 

 

⑦ 研修内容の一部に、研修の企画・

ては導入する。 

 

 

 

 

 

① 受講者又はその任命権者等に対す

るアンケート調査等を実施し、各研修

内容・方法の改善・充実に関する意見、

受講者又はその任命権者等の研修ニ

ーズ等を把握する。また、その結果を

踏まえ、次年度以降の研修内容・方法

の見直し等に適切に反映する。 

 

 

② 受講者及びその任命権者に対し

て、受講者の応募段階で、研修成果の

還元に関する事前計画書等の作成・提

出を求めるとともに、研修終了後、相

当の期間内にこれらの者に対するア

ンケート調査等を行い、学校内外への

研修成果の還元内容・方法等について

把握する。 

 

③ 研修内容・方法について、一斉講

義を中心とした研修を行ういわゆる

事前研修と、中央において演習等を中

心とした研修を行ういわゆる集合研

修に分類し、事前研修については、イ

ンターネット等を活用した講義の配

信、映像コンテンツ等を配布すること

による自主的研修により行い、また中

央で行うものは集合研修に特化・重点

化する。 

 

④ 受講者及びその任命権者等の利便

性、ニーズ等を勘案し、一定のブロッ

ク単位等、地方で開催する。 

 

⑤ 研修の企画や運営にあたっては、

教員養成系大学・学部等の大学教員や

国立教育政策研究所、民間企業等の専

門家の知見を活用するとともに、これ

らの機関との連携・協力を推進する。

 

⑥ 研修終了時に、受講者に対して研

修を受講したことにより得られたと

考える成果等に関する報告書（研修成

果報告書）の作成・提出を義務付ける

とともに、これらを任命権者に提供す

る。 

 

⑦ 研修内容の一部に、研修の企画・

ては導入する。 

 

 

 

 

 

① 受講者又はその任命権者等に対す

るアンケート調査等を実施し、各研修

内容・方法の改善・充実に関する意見、

受講者又はその任命権者等の研修ニ

ーズ等を把握する。また、その結果を

踏まえ、次年度以降の研修内容・方法

の見直し等に適切に反映する。 

 

 

② 受講者及びその任命権者に対し

て、受講者の応募段階で、研修成果の

還元に関する事前計画書等の作成・提

出を求めるとともに、研修終了後、相

当の期間内にこれらの者に対するア

ンケート調査等を行い、学校内外への

研修成果の還元内容・方法等について

把握する。 

 

③ 研修内容・方法について、一斉講

義を中心とした研修を行ういわゆる

事前研修と、中央において演習等を中

心とした研修を行ういわゆる集合研

修に分類し、事前研修については、イ

ンターネット等を活用した講義の配

信、映像コンテンツ等を配布すること

による自主的研修により行い、また中

央で行うものは集合研修に特化・重点 

化する。 

 

④ 受講者及びその任命権者等の利便

性、ニーズ等を勘案し、一定のブロッ

ク単位等、地方で開催する。 

 

⑤ 研修の企画や運営にあたっては、

教員養成系大学・学部等の大学教員や

国立教育政策研究所、民間企業等の専

門家の知見を活用するとともに、これ

らの機関との連携・協力を推進する。 

 

⑥ 研修終了時に、受講者に対して研

修を受講したことにより得られたと

考える成果等に関する報告書（研修成

果報告書）の作成・提出を義務付ける

とともに、これらを任命権者に提供す

る。 

 

⑦ 研修内容の一部に、研修の企画・

ては導入する。 

 

 

 

 

 

① 受講者又はその任命権者等に対す

るアンケート調査等を実施し、各研修

内容・方法の改善・充実に関する意見、

受講者又はその任命権者等の研修ニ

ーズ等を把握する。また、その結果を

踏まえ、次年度以降の研修内容・方法

の見直し等に適切に反映する。 

 

 

② 受講者及びその任命権者に対し

て、受講者の応募段階で、研修成果の

還元に関する事前計画書等の作成・提

出を求めるとともに、研修終了後、相

当の期間内にこれらの者に対するア

ンケート調査等を行い、学校内外への

研修成果の還元内容・方法等について

把握する。 

 

③ 研修内容・方法について、一斉講

義を中心とした研修を行ういわゆる

事前研修と、中央において演習等を中

心とした研修を行ういわゆる集合研

修に分類し、事前研修については、イ

ンターネット等を活用した講義の配

信、映像コンテンツ等を配布すること

による自主的研修により行い、また中

央で行うものは集合研修に特化・重点

化する。 

 

④ 受講者及びその任命権者等の利便

性、ニーズ等を勘案し、一定のブロッ

ク単位等、地方で開催する。 

 

⑤ 研修の企画や運営にあたっては、

教員養成系大学・学部等の大学教員や

国立教育政策研究所、民間企業等の専

門家の知見を活用するとともに、これ

らの機関との連携・協力を推進する。

 

⑥ 研修終了時に、受講者に対して研

修を受講したことにより得られたと

考える成果等に関する報告書（研修成

果報告書）の作成・提出を義務付ける

とともに、これらを任命権者に提供す

る。 

 

⑦ 研修内容の一部に、研修の企画・
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第３期中期目標 第３期中期計画 平成１９年度計画 平成２０年度計画 平成２１年度計画 平成２２年度計画 

 

 

 

 

 

 

（４）各研修に関する廃止、縮減、内

容・方法の見直し 

各研修について、毎事業年度の評価

結果等を踏まえ、必要な場合には、廃

止、縮減、内容・方法の見直し等、所

要の措置を講じる。 

 

立案、講師となるために必要な科目を

設定するとともに、各地域での研修等

の実施に資するよう、インターネット

等を用いた研修教材の活用が図られ

るようにする。 

 

（４）各研修に関する廃止、縮減、内

容・方法の見直し 

各研修について、毎事業年度の評価

結果等を踏まえ、必要な場合には、廃

止、縮減、内容・方法の見直し等、所

要の措置を講じる。 

立案、講師となるために必要な科目を

設定するとともに、各地域での研修等

の実施に資するよう、インターネット

等を用いた研修教材の活用が図られ

るようにする。 

 

（４）各研修に関する廃止、縮減、内

容・方法の見直し 

各研修について、事業年度の評価結

果等を踏まえ、必要な場合には、廃止、

縮減、内容・方法の見直し等、所要の

措置を講じる。 

立案、講師となるために必要な科目を

設定するとともに、各地域での研修等

の実施に資するよう、インターネット

等を用いた研修教材の活用が図られ

るようにする。 

 

（４）各研修に関する廃止、縮減、内

容・方法の見直し 

各研修について、事業年度の評価結

果等を踏まえ、必要な場合には、廃止、

縮減、内容・方法の見直し等、所要の

措置を講じる。 

立案、講師となるために必要な科目を

設定するとともに、各地域での研修等

の実施に資するよう、インターネット

等を用いた研修教材の活用が図られ

るようにする。 

 

（４）各研修に関する廃止、縮減、内

容・方法の見直し 

各研修について、事業年度の評価結

果等を踏まえ、必要な場合には、廃止、

縮減、内容・方法の見直し等、所要の

措置を講じる。 

立案、講師となるために必要な科目を

設定するとともに、各地域での研修等

の実施に資するよう、インターネット

等を用いた研修教材の活用が図られ

るようにする。 

 

（４）各研修に関する廃止、縮減、内

容・方法の見直し 

各研修について、事業年度の評価結

果等を踏まえ、必要な場合には、廃止、

縮減、内容・方法の見直し等、所要の

措置を講じる。 

２．学校教育関係職員を対象とした研

修に関する指導、助言及び援助 

 

各都道府県教育委員会等において、

より充実した学校教育関係職員に対す

る研修が実施できるよう、研修に関す

るコンテンツの開発・提供、講師情報

や研修手法の提供、研修主事等の企

画・立案能力向上のための会議開催、

研修施設・設備の提供等の指導、助言

及び援助を行う。 

 

２．学校教育関係職員を対象とした研

修に関する指導、助言及び援助 

 

各都道府県・指定都市・中核市教育

委員会等において、より充実した学校

教育関係職員に対する研修が実施で

きるよう、以下のような指導、助言及

び援助を行う。 

 

① 各都道府県・指定都市・中核市教

育委員会等の研修で活用できるデジ

タルコンテンツ研修教材の開発・提

供、センターが行う研修の講義内容の

インターネットによる提供、その他の

研修教材の作成・提供 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 各都道府県・指定都市・中核市教

育委員会等が研修を企画・運営する際

に参考となる研修カリキュラムの開

発・提供、研修手法等のノウハウにつ

いての情報提供 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．学校教育関係職員を対象とした研

修に関する指導、助言及び援助 

 

各都道府県・指定都市・中核市教育

委員会等において、より充実した学校

教育関係職員に対する研修が実施で

きるよう、以下のような指導、助言及

び援助を行う。 

 

① 各都道府県・指定都市・中核市教

育委員会等の研修で活用できるデジ

タルコンテンツ研修教材の開発・提

供、センターが行う研修の講義内容の

インターネットによる提供、その他の

研修教材の作成・提供 

・デジタルコンテンツを開発しセンタ

ーのホームページなどで提供する。

・センターが実施する研修の講義内容

又は事前研修講義をセンターのホ

ームページで配信する。 

・研修教材としての実践事例集を作成

し提供する。 

 

② 各都道府県・指定都市・中核市教

育委員会等が研修を企画・運営する際

に参考となる研修カリキュラムの開

発・提供、研修手法等のノウハウにつ

いての情報提供 

・「１０年経験者研修」及び「今日的

な教育上の重要課題に関する研修」

について、参考例として提示するた

めのモデルカリキュラムを開発し

提供する。 

・効果的な研修を行うための手順や留

意点、実践例を示した研修の手引き

を作成し提供する。 

 

 

 

 

２．学校教育関係職員を対象とした研

修に関する指導、助言及び援助 

 

各都道府県・指定都市・中核市教育

委員会等において、より充実した学校

教育関係職員に対する研修が実施で

きるよう、以下のような指導、助言及

び援助を行う。 

 

① 各都道府県・指定都市・中核市教

育委員会等の研修で活用できるデジ

タルコンテンツ研修教材の開発・提

供、センターが行う研修の講義内容の

インターネットによる提供、その他の

研修教材の作成・提供 

・デジタルコンテンツを開発しセンタ

ーのホームページなどで提供する。

・センターが実施する研修の講義内容

又は事前研修講義をセンターのホ

ームページで配信する。 

・研修教材としての実践事例集を作成

し提供する。 

 

② 各都道府県・指定都市・中核市教

育委員会等が研修を企画・運営する際

に参考となる研修カリキュラムの開

発・提供、研修手法等のノウハウにつ

いての情報提供 

・「１０年経験者研修」及び「今日的

な教育上の重要課題に関する研修」

について、参考例として提示するた

めのモデルカリキュラムを開発し

提供する。 

・効果的な研修を行うための手順や留

意点、実践例を示した研修の手引き

を作成し提供する。 

 

 

 

 

２．学校教育関係職員を対象とした研

修に関する指導、助言及び援助 

 

各都道府県・指定都市・中核市教育

委員会等において、より充実した学校

教育関係職員に対する研修が実施で

きるよう、以下のような指導、助言及

び援助を行う。 

 

① 各都道府県・指定都市・中核市教

育委員会等の研修で活用できるデジ

タルコンテンツ研修教材の開発・提

供、センターが行う研修の講義内容の

インターネットによる提供、その他の

研修教材の作成・提供 

・デジタルコンテンツを開発しセンタ

ーのホームページなどで提供する。 

・センターが実施する研修の講義内容

又は事前研修講義をセンターのホ

ームページで配信する。 

・研修教材としての実践事例集を作成

し提供する。 

 

② 各都道府県・指定都市・中核市教

育委員会等が研修を企画・運営する際

に参考となる研修カリキュラムの開

発・提供、研修手法等のノウハウにつ

いての情報提供 

・今日的な教育上の重要課題に関する

研修について、「大学と教育委員会

の連携による研修カリキュラム」の

開発を大学に委嘱し、その成果を各

教育委員会の参考例として提供す

る。また、「教育委員会と関係機関

の連携による研修カリキュラム」の

開発を教育委員会に委嘱し、その成

果を各教育委員会の参考例として

提供する。 

・効果的な研修を行うための手順や留

意点、実践例を示した研修の手引き

２．学校教育関係職員を対象とした研

修に関する指導、助言及び援助 

 

各都道府県・指定都市・中核市教育

委員会等において、より充実した学校

教育関係職員に対する研修が実施で

きるよう、以下のような指導、助言及

び援助を行う。 

 

① 各都道府県・指定都市・中核市教

育委員会等の研修で活用できるデジ

タルコンテンツ研修教材の開発・提

供、センターが行う研修の講義内容の

インターネットによる提供、その他の

研修教材の作成・提供 

・デジタルコンテンツを開発しセンタ

ーのホームページなどで提供する。

・センターが実施する研修の講義内容

又は事前研修講義をセンターのホ

ームページで配信する。 

・研修教材としての実践事例集を作成

し提供する。 

 

② 各都道府県・指定都市・中核市教

育委員会等が研修を企画・運営する際

に参考となる研修カリキュラムの開

発・提供、研修手法等のノウハウにつ

いての情報提供 

・今日的な教育上の重要課題に関する

研修について、「大学と教育委員会

の連携による研修カリキュラム」の

開発を大学に委嘱し、その成果を各

教育委員会の参考例として提供す

る。また、「教育委員会と関係機関

の連携による研修カリキュラム」の

開発を教育委員会に委嘱し、その成

果を各教育委員会の参考例として

提供する。 

・効果的な研修を行うための手順や留

意点、実践例を示した研修の手引き
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第３期中期目標 第３期中期計画 平成１９年度計画 平成２０年度計画 平成２１年度計画 平成２２年度計画 

 

 

③ 研修講師についての情報提供 

 

 

 

 

 

④ 各都道府県・指定都市・中核市教

育委員会等が行っている研修事業に

ついての情報提供 

 

 

 

 

 

⑤ 各都道府県・指定都市・中核市教

育委員会等の教育センターの研修担

当主事等を対象とした会議の開催 

 

 

 

 

 

⑥ センターの職員を各都道府県・指

定都市・中核市教育委員会等が行う研

修に派遣 

 

 

 

 

⑦ センターの研修施設・設備の提供 

 

 

 

③ 研修講師についての情報提供 

・講師情報（センター主催研修の講師

一覧）を更新し、各都道府県・指定

都市・中核市教育委員会等へ情報提

供する。 

 

④ 各都道府県・指定都市・中核市教

育委員会等が行っている研修事業に

ついての情報提供 

・各都道府県等の研修の実施概要、見

直し状況及び大学との連携状況等

について調査し、その結果を教育委

員会等へ提供する。 

 

⑤ 各都道府県・指定都市・中核市教

育委員会の教育センターの研修担当

主事等を対象とした会議の開催 

・各都道府県・指定都市・中核市教育

委員会及び教育（研修）センター等

の職員を対象とした会議を開催す

る。 

 

⑥ センターの職員を各都道府県・指

定都市・中核市教育委員会等が行う研

修に派遣・要請に応じ、各都道府県・

指定都市・中核市教育委員会等が実施

する研修に、センターの職員を派遣す

る。 

 

⑦ センターの研修施設・設備の提供 

・各都道府県・指定都市・中核市教育

委員会等が実施する学校教育関係職

員を対象とした研修等に、センターの

研修施設・設備を提供する。 

 

 

 

③ 研修講師についての情報提供 

・講師情報（センター主催研修の講師

一覧）を更新し、各都道府県・指定

都市・中核市教育委員会等へ情報提

供する。 

 

④ 各都道府県・指定都市・中核市教

育委員会等が行っている研修事業に

ついての情報提供 

・各都道府県等の研修の実施概要、見

直し状況及び大学との連携状況等

について調査し、その結果を教育委

員会等へ提供する。 

 

⑤ 各都道府県・指定都市・中核市教

育委員会の教育センターの研修担当

主事等を対象とした会議の開催 

・各都道府県・指定都市・中核市教育

委員会及び教育（研修）センター等

の職員を対象とした会議を開催す

る。 

 

⑥ センターの職員を各都道府県・指

定都市・中核市教育委員会等が行う研

修に派遣・要請に応じ、各都道府県・

指定都市・中核市教育委員会等が実施

する研修に、センターの職員を派遣す

る。 

 

⑦ センターの研修施設・設備の提供 

・各都道府県・指定都市・中核市教育

委員会等が実施する学校教育関係職

員を対象とした研修等に、センターの

研修施設・設備を提供する。 

を作成し提供する。 

 

③ 研修講師についての情報提供 

・講師情報（センター主催研修の講師

一覧）を更新し、各都道府県・指定

都市・中核市教育委員会等へ情報提

供する。 

 

④ 各都道府県・指定都市・中核市教

育委員会等が行っている研修事業に

ついての情報提供 

・各都道府県等の研修の実施概要、見

直し状況及び大学との連携状況等

について調査し、その結果を教育委

員会等へ提供する。 

 

⑤ 各都道府県・指定都市・中核市教

育委員会の教育センターの研修担当

主事等を対象とした会議の開催 

・各都道府県・指定都市・中核市教育

委員会及び教育（研修）センター等

の職員を対象とした会議を開催す

る。 

 

⑥ センターの職員を各都道府県・指

定都市・中核市教育委員会等が行う研

修に派遣 

・要請に応じ、各都道府県・指定都市・

中核市教育委員会等が実施する研

修に、センターの職員を派遣する。 

 

⑦ センターの研修施設・設備の提供 

・各都道府県・指定都市・中核市教育

委員会等が実施する学校教育関係職

員を対象とした研修等に、センターの

研修施設・設備を提供する。 

を作成し提供する。 

 

③ 研修講師についての情報提供 

・講師情報（センター主催研修の講師

一覧）を更新し、各都道府県・指定都

市・中核市教育委員会等へ情報提供す

る。 

 

④ 各都道府県・指定都市・中核市教

育委員会等が行っている研修事業に

ついての情報提供 

・各都道府県等の研修の実施概要、見

直し状況及び大学との連携状況等

について調査し、その結果を教育委

員会等へ提供する。 

 

⑤ 各都道府県・指定都市・中核市教

育委員会の教育センターの研修担当

主事等を対象とした会議の開催 

・各都道府県・指定都市・中核市教育

委員会及び教育（研修）センター等

の職員を対象とした会議を開催す

る。 

 

⑥ センターの職員を各都道府県・指

定都市・中核市教育委員会等が行う研

修に派遣 

・要請に応じ、各都道府県・指定都市・

中核市教育委員会等が実施する研

修に、センターの職員を派遣する。

 

⑦ センターの研修施設・設備の提供

・各都道府県・指定都市・中核市教育

委員会等が実施する学校教育関係

職員を対象とした研修等に、センタ

ーの研修施設・設備を提供する。 

 

３．その他 

各都道府県教育委員会等において実

施している学校教育関係職員に対する 

研修について、その内容・方法等に関

する情報の収集、調査を行い、それら

の結果をセンターが行う事業に活用す

る。 

３．その他 

各都道府県・指定都市・中核市教育

委員会等において独自に実施してい

る学校教育関係職員に対する研修に

ついて、毎事業年度、その内容・方法

等に関する情報を収集・蓄積し、その

結果をセンターの事業に活用する。 

３．その他 

各都道府県・指定都市・中核市教育

委員会等において独自に実施してい

る学校教育関係職員に対する研修に

ついて、その内容・方法等に関する情

報を収集・蓄積し、その結果をセンタ

ーの事業に活用する。 

３．その他 

各都道府県・指定都市・中核市教育

委員会等において独自に実施してい

る学校教育関係職員に対する研修に

ついて、その内容・方法等に関する情

報を収集・蓄積し、その結果をセンタ

ーの事業に活用する。 

 

３．その他 

各都道府県・指定都市・中核市教育

委員会等において独自に実施してい

る学校教育関係職員に対する研修に

ついて、その内容・方法等に関する情

報を収集・蓄積し、その結果をセンタ

ーの事業に活用する。 

３．その他 

各都道府県・指定都市・中核市教育

委員会等において独自に実施してい

る学校教育関係職員に対する研修に

ついて、その内容・方法等に関する情

報を収集・蓄積し、その結果をセンタ

ーの事業に活用する。 

 

Ⅲ 業務運営の効率化に関する事項 

 

 

１．経費等の縮減・効率化 

センターの業務運営に際しては、既

存事業の見直し、効率化を進めること

とし、一般管理費（土地借料除く）に

ついては、中期目標期間中、毎事業年

Ⅱ 業務運営の効率化に関する目標を

達成するためとるべき措置 

 

１．経費等の縮減・効率化 

センターの業務運営に際しては、既

存事業の見直し、効率化を図る。この

ため、一般管理費（土地借料除く）に

ついては、計画的な削減に努め、中期

Ⅱ 業務運営の効率化に関する目標を

達成するためとるべき措置 

 

１．経費等の縮減・効率化 

センターの業務運営に際しては、一

般管理費（土地借料除く）については、

前年度に比較して３％以上、また、業

務経費についても前年度に比較して

Ⅱ 業務運営の効率化に関する目標を

達成するためとるべき措置 

 

１．経費等の縮減・効率化 

センターの業務運営に際しては、一

般管理費（土地借料除く）については、

前年度に比較して３％以上、また、業

務経費についても前年度に比較して

Ⅱ 業務運営の効率化に関する目標を

達成するためとるべき措置 

 

１．経費等の縮減・効率化 

センターの業務運営に際しては、一

般管理費（土地借料除く）については、

前年度に比較して３％以上、また、業

務経費についても前年度に比較して

Ⅱ 業務運営の効率化に関する目標を

達成するためとるべき措置 

 

１．経費等の縮減・効率化 

センターの業務運営に際しては、一

般管理費（土地借料除く）については、

前年度に比較して３％以上、また、業

務経費についても前年度に比較して
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第３期中期目標 第３期中期計画 平成１９年度計画 平成２０年度計画 平成２１年度計画 平成２２年度計画 

度において、対前年度比３％以上の効

率化を図るほか、業務経費についても

毎事業年度において、対前年度比２％

以上の効率化を図る。 

その際、業務の実施にあたり随意契

約により委託等を行っているものにつ

いては、国における見直しの取組（「公

共調達の適正化について」（平成18年 

8月25日付け財計2017号））等を踏まえ、

一般競争入札の導入等の契約の見直し

を行う。 

 

目標期間中、毎事業年度において、対

前年度比３％以上の効率化を図る。ま

た、業務経費についても毎事業年度に

おいて、対前年度比２％以上の効率化

を図る。 

その際、研修事業等の質の低下を招

かないように配慮するとともに、国に

おける見直しの取組（「公共調達の適

正化について」（平成18 年8 月25 日

付け財計2017 号））等を踏まえ、一

般競争入札の導入等の契約の見直し

を行う。 

２％以上の効率化を図る。 

また、契約業務において、一般競争

入札の範囲拡大や契約に係る情報公

開等を通じた、業務運営の一層の効率

化を図る。 

なお、平成１９年度においても、引

き続き物件費等の経費の節減に努め

るとともに、 

以下の事項を中心に検討を行い、効率

化を図る。 

① 事務情報化を推進し、事務処理の

効率化を図る。 

② 機器・設備の調達及び更新にあっ

ては、環境へ配慮した機器・設備の

購入に努める。 

 

２％以上の効率化を図る。 

また、契約業務において、随意契約

の見直し計画を着実に実施し、一般競

争入札の範囲拡大や契約に係る情報

公開等を通じた、業務運営の一層の効

率化を図る 

なお、平成２０年度においても、引

き続き物件費等の経費の節減に努め

るとともに、以下の事項を中心に検討

を行い、効率化を図る。 

①情報化の推進による事務処理の効

率化 

② 環境に配慮した機器・設備等の調

達 

 

２％以上の効率化を図る。 

また、契約業務において、随意契約

の見直し計画を着実に実施し、一般競

争入札の範囲拡大や契約に係る情報

公開等を通じた、業務運営の一層の効

率化を図る。 

平成２１年度においても、引き続き

物件費等の経費の節減に努めるとと

もに、以下の事項を中心に検討を行

い、効率化を図る。 

① 情報化の推進による事務処理の効

率化 

② 環境に配慮した機器・設備等の調 

達 

なお、平成２０年度における施設の

稼働日数は、２６０日（３月４月を除

くと２５３日）となっているが、さら

に有効活用を図るための方策につい

て検討を行う。 

 

２％以上の効率化を図る。 

また、契約業務において、随意契約

の見直し計画を着実に実施し、一般競

争入札の範囲拡大や契約に係る情報

公開等を通じた、業務運営の一層の効

率化を図る。 

さらに昨年11 月に閣議決定された

「独立行政法人の契約状況の点検・見

直しについて」に沿って設置（平成２

１年１２月７日）した契約監視委員会

により、随意契約事由の妥当性、一般

競争入札等に係る競争性の確保につ

いて点検を行う。 

平成２２年度においても、引き続き

物件費等の経費の節減に努めるとと

もに、以下の事項を中心に検討を行

い、効率化を図る。 

① 研修施設や宿泊施設の維持管理等

の民間委託の推進 

② 環境に配慮した機器・設備等の調

達 

２．業務運営の点検・評価の実施 

業務運営について定期的な自己点

検・評価を積極的に行い、その結果を

業務の改善に反映させる。 

２．業務運営の点検・評価の実施 

センターの業務運営について、自己

点検・評価委員会等において、毎事業

年度、業務運営について積極的な自己

点検・評価を実施し、その結果を踏ま

えて、業務運営の改善を促進する。な

お、自己評価の際には、教育関係者、

受講者、民間企業関係者など外部人材

の活用を図る。 

 

２．業務運営の点検・評価の実施 

法人内部における外部有識者を含

めた自己点検・評価委員会等におい

て、センターの業務運営について、自

己点検・評価を実施し、業務運営の改

善を促進する。 

２．業務運営の点検・評価の実施 

法人内部における外部有識者を含

めた自己点検・評価委員会等におい

て、センターの業務運営について、自

己点検・評価を実施し、業務運営の改

善を促進する。 

２．業務運営の点検・評価の実施 

法人内部における外部有識者を含

めた自己点検・評価委員会等におい

て、センターの業務運営について、自

己点検・評価を実施し、業務運営の改

善を促進する。 

２．業務運営の点検・評価の実施 

法人内部における外部有識者を含

めた自己点検・評価委員会等におい

て、センターの業務運営について、自

己点検・評価を実施し、業務運営の改

善を促進する。 

なお、昨年４月に発覚した物品調達

に関する収賄事件に関しては、再発防

止策として以下のとおり改善を図っ

たところであるが、引き続き契約事務

処理の適正化と内部統制の強化を行

うとともに、職員の倫理に関する意識

啓発を図る。 

・契約担当職員の在職期間の長期化回

避 

・マニュアルに沿った事務処理の徹底

・チェック体制の充実による内部けん

制の強化 

 

Ⅳ 財務内容の改善に関する事項 

 

 

１．自己収入の確保 

国が実施する責務を有する研修等の

実施という性格に十分留意しつつ、宿

泊料等、自己収入の確保に努める。ま

た、自己収入の取扱いにおいては、毎

事業年度に計画的な収支計画を作成

し、当該収支計画による運営に努める。 

 

２．固定経費の節減 

管理業務の効率化を図るとともに、効

Ⅲ 予算（人件費の見積もりを含む。）、

収支計画及び資金計画 

 

収入面に関しては、実績を勘案しつ

つ、計画的な収支計画による運営を図

る。また、管理業務の効率化を進める

観点から、毎事業年度において、適切

な効率化を見込んだ予算による運営

に努める。 

 

 

１．予算（中期計画の予算） 

別紙３のとおり。 

Ⅲ 予算（人件費の見積もりを含む。）、

収支計画及び資金計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．予算 

別紙２のとおり。 

Ⅲ 予算（人件費の見積もりを含む。）、

収支計画及び資金計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．予算 

別紙２のとおり。 

Ⅲ 予算（人件費の見積もりを含む。）、

収支計画及び資金計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．予算 

別紙２のとおり。 

Ⅲ 予算（人件費の見積もりを含む。）、

収支計画及び資金計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．予算 

別紙２のとおり。 
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率的な施設運営を行うこと等により、

固定経費の節減を図る。 

 

３．財務内容等の透明性の確保 

センターの財務内容等の一層の透明

性を確保する観点から、決算情報の公

表の充実等を図る。 

 

 

 

 

２．収支計画 

別紙４のとおり。 

 

 

３．資金計画 

別紙５のとおり。 

 

Ⅳ 短期借入金の限度額 

短期借入金の限度額は４億円とす

る。 

短期借入金が想定される事態とし

ては、運営費交付金の受入れに遅延が

生じた場合である。なお、想定されて

いない退職手当の支給などにより緊

急に必要となる経費として借入する

ことも想定される。 

 

 

Ⅴ 重要な財産の処分等に関する計画 

重要な資産を譲渡、処分する計画は

ない。 

 

Ⅵ 剰余金の使途 

センターの決算において剰余金が

発生したときは、研修事業の充実、各

都道府県・指定都市･中核市教育委員

会等に対する指導、助言及び援助の充

実、施設・設備整備の充実等に充てる。 

 

 

 

２．収支計画 

別紙３のとおり。 

 

 

３．資金計画 

別紙４のとおり。 

 

Ⅳ 短期借入金の限度額 

短期借入金の限度額は４億円とす

る。 

短期借入金が想定される事態とし

ては、運営費交付金の受入れに遅延が

生じた場合である。なお、想定されて

いない退職手当の支給などにより緊

急に必要となる経費として借入する

ことも想定される。 

 

 

 

 

 

 

Ⅴ 剰余金の使途 

センターの決算において剰余金が

発生したときは、研修事業の充実、各

都道府県・指定都市･中核市教育委員

会等に対する指導、助言及び援助の充

実、施設・設備整備の充実等に充てる。

 

 

 

２．収支計画 

別紙３のとおり。 

 

 

３．資金計画 

別紙４のとおり。 

 

Ⅳ 短期借入金の限度額 

短期借入金の限度額は４億円とす

る。 

短期借入金が想定される事態とし

ては、運営費交付金の受入れに遅延が

生じた場合である。なお、想定されて

いない退職手当の支給などにより緊

急に必要となる経費として借入する

ことも想定される。 

 

 

 

 

 

 

Ⅴ 剰余金の使途 

センターの決算において剰余金が発

生したときは、研修事業の充実、各都

道府県・指定都市･中核市教育委員会

等に対する指導、助言及び援助の充

実、施設・設備整備の充実等に充てる。

 

 

 

 

２．収支計画 

別紙３のとおり。 

 

 

３．資金計画 

別紙４のとおり。 

 

Ⅳ 短期借入金の限度額 

短期借入金の限度額は４億円とす

る。 

短期借入金が想定される事態とし

ては、運営費交付金の受入れに遅延が

生じた場合である。なお、想定されて

いない退職手当の支給などにより緊

急に必要となる経費として借入する

ことも想定される。 

 

 

 

 

 

 

Ⅴ 剰余金の使途 

センターの決算において剰余金が

発生したときは、研修事業の充実、各

都道府県・指定都市･中核市教育委員

会等に対する指導、助言及び援助の充

実、施設・設備整備の充実等に充てる。 

 

 

 

２．収支計画 

別紙３のとおり。 

 

 

３．資金計画 

別紙４のとおり。 

 

Ⅳ 短期借入金の限度額 

短期借入金の限度額は４億円とす

る。 

短期借入金が想定される事態とし

ては、運営費交付金の受入れに遅延が

生じた場合である。なお、想定されて

いない退職手当の支給などにより緊

急に必要となる経費として借入する

ことも想定される。 

 

 

 

 

 

 

Ⅴ 剰余金の使途 

センターの決算において剰余金が

発生し、特に次期中期計画期間へ繰り

越す理由がない場合には、国庫に返還

する。 

Ⅴ その他業務運営に関する重要事項 

 

 

１．長期的視野に立った施設・設備の

整備・管理の実施 

（１）施設・設備については、長期的

視野に立った整備を推進する。また、

管理運営については、維持保全を着実

に実施することで、受講者等の安全の 

確保に万全を期する。 

（２）受講者本位の快適な研修環境の

形成のための施設整備を進める。 

（３）センターの保有する研修施設に

ついて、他の主催者が実施する学校教

育関係職員を対象とした研修での利用

を促進することにより、土地・建物等

の効率的な活用を図るよう見直しを行

う。 

Ⅶ その他主務省令で定める業務運営

に関する事項 

 

１．施設・設備に関する計画 

別紙６のとおり。 

（１）施設・設備の運営にあたっては、

長期的視野に立った整備計画を策定

し、施設・設備整備を推進する。 

また、管理運営においては、維持保

全を着実に実施することで、受講者の

安全の確保に万全を期する。 

（２）受講者本位の立場から施設・設

備の整備を進めることとし、宿泊施

設・設備の充実等、受講者が快適に研

修を受講できるよう配慮した施設・設

備の整備を行う。 

（３）学校教育関係職員を対象とした

研修に、センターの研修施設・設備の

提供を行うよう見直しを行う。 

 

 

Ⅵ その他主務省令で定める業務運営

に関する事項 

 

１．施設・設備に関する計画 

・借用部分の本部用地を購入する１６

７百万円 

・施設の安全性を確保するため、屋外

通路タイル修繕を行う２５百万円 

・学校教育関係職員を対象とした研修

に、センターの研修施設・設備の提

供を行う。 

Ⅵ その他主務省令で定める業務運営

に関する事項 

 

１．施設・設備に関する計画 

・借用部分の本部用地を購入する１９

２百万円 

・学校教育関係職員を対象とした研修

に、センターの研修施設・設備の提

供を行う。 

Ⅵ その他主務省令で定める業務運営

に関する事項 

 

１．施設・設備に関する計画 

・借用部分の本部用地を購入する１９

２百万円 

・学校教育関係職員を対象とした研修

に、センターの研修施設・設備の提

供を行う。 

Ⅵ その他主務省令で定める業務運営

に関する事項 

 

１．施設・設備に関する計画 

・借用部分の本部用地を購入する１９

２百万円 

法人化後の用地購入計画(平成１３

年度から２６年度の１４年間)の１０

年目 

・センター施設の利用率の向上を図る

方策として、平成21 年9 月に施設

の貸付規程等を変更し、利用者や事

業の利用基準を緩和したところで

あり、今後、学校教育関係者等を対

象とした研修や大学の課外活動を

積極的に誘致し、施設の有効活用を

図る。 
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２．人事に関する計画 

センターは、簡素で効率的な政府を

実現するための行政改革の推進に関す

る法律（平成18年法律第47号）等に基

づき、役職員に係る人件費の総額につ

いて、平成１８年度以降の５年間で、

平成１７年度における額から５％以上

を基本とする削減の着実な実施に取り

組むとともに、国家公務員の給与構造

改革を踏まえた役職員の給与の見直し

を行う。 

更に、「経済財政運営と構造改革に

関する基本方針２００６」（平成18年7

月7日閣議決定）に基づき、国家公務員

の改革を踏まえ、人件費改革を平成２

３年度まで継続する。 

なお、人件費の削減にあたっては、

事業の廃止・重点化等による業務量の

減少も踏まえ、常勤職員数を大幅に削

減する。 

また、研修等のより一層の効果的実

施のため、職員の企画・立案能力等の

専門性を高めるよう努める。 

２．人事に関する計画 

（１）方針 

限られた人員での効果的・効率的な

研修事業等の遂行を実現するため、職

員研修等を実施し、職員の研修の企

画・立案能力等の専門性を高めるとと

もに、意識向上を図る。 

また、都道府県・指定都市・中核市

教育委員会等の専門性の高い職員を

雇用することにより、質の高い人材の

確保・育成を図り、職員の意識や能力

に応じた適正な人事配置を行う。 

（２）人員に関する指標 

「簡素で効率的な政府を実現するた

めの行政改革の推進に関する法律」

（平成18 年法律第47 号）に基づき、

国家公務員に準じた人件費改革に取

り組み、平成２２年度人件費につい

て、対平成１７年度人件費５％以上の

削減を図る。ただし、今後の人事院勧

告を踏まえた給与改定分については

削減対象より除く。なお、人件費の範

囲は国家公務員でいう基本給、職員諸

手当、超過勤務手当を含み、退職手当

及び福利厚生費は含まない。 

また、国家公務員の給与構造改革を

踏まえた給与体系の見直しを行う。 

更に、「経済財政運営と構造改革に関

する基本方針２００６」（平成18 年7 

月7 日閣議決定）に基づき、国家公務

員の改革を踏まえ、人件費改革を平成

２３年度まで継続する。 

常勤職員については、その職員数を

大幅に削減する。 

 

（参考１） 

・期初の常勤職員数５０人 

・期末の常勤職員数の見込み４５人 

 

（参考２） 

中期目標期間中の人件費総額見込み 

１，８２４百万円 

但し、上記の額は、役員報酬並びに

職員基本給、職員諸手当、超過勤務手

当、休職者給与、退職手当及び共済組

合掛金等に関わる事業主負担分等に

相当する範囲の費用である。 

 

２．人事に関する計画 

（１）職員の研修に関する専門性の一

層の向上を図るため、職員研修を実施

する。 

（２）研修事業の業務に対応した組織

の見直しに努め、職員の適正配置と計

画的な人事交流の推進を図る。 

（３）当該年度の人件費を平成１８年

度の人件費に比べ１．０７５６%以上

削減する。ただし、今後の人事院勧告

を踏まえた給与改定分については削

減対象より除く。なお、人件費の範囲

は国家公務員でいう基本給、職員諸手

当、超過勤務手当を含み、退職手 

当及び福利厚生費は含まない。 

また、国家公務員の給与構造改革を

踏まえた給与体系の見直しを行う。 

（４）常勤職員数の削減を図る。 

２．人事に関する計画 

（１）職員の研修に関する専門性の一

層の向上を図るため、職員研修を実施

する。 

（２）研修事業の業務に対応した組織

の見直しに努め、職員の適正配置と計

画的な人事交流の推進を図る。 

（３）当該年度の人件費を平成１９年

度の人件費に比べ１．６６６６%以上

削減する。ただし、今後の人事院勧告

を踏まえた給与改定分については削

減対象より除く。なお、人件費の範囲

は国家公務員でいう基本給、職員諸手

当、超過勤務手当を含み、退職手当及

び福利厚生費は含まない。 

また、国家公務員の給与構造改革を

踏まえた給与体系の見直しを行う。 

（４）常勤職員数の削減を図る。 

２．人事に関する計画 

（１）職員の研修に関する専門性の一

層の向上を図るため、職員研修を実施

する。 

（２）研修事業の業務に対応した組織

の見直しに努め、職員の適正配置と計

画的な人事交流の推進を図る。 

（３）当該年度の人件費を平成２０年

度の人件費に比べ１．６６６６%以上

削減する。ただし、今後の人事院勧告

を踏まえた給与改定分については削

減対象より除く。なお、人件費の範囲

は国家公務員でいう基本給、職員諸手

当、超過勤務手当を含み、退職手当及

び福利厚生費は含まない。 

また、国家公務員の給与構造改革を

踏まえた給与体系の見直しを行う。 

（４）常勤職員数の削減を図る。 

２．人事に関する計画 

（１）職員の研修に関する専門性の一

層の向上を図るため、職員研修を実施

する。 

（２）研修事業の業務に対応した組織

の見直しに努め、職員の適正配置と計

画的な人事交流の推進を図る。 

（３）当該年度の人件費を平成２１年

度の人件費に比べ１．６６６６%以上

削減し、１８年度からの５年間で５％

の削減目標を達成する。ただし、今後

の人事院勧告を踏まえた給与改定分

については削減対象より除く。なお、

人件費の範囲は国家公務員でいう 

基本給、職員諸手当、超過勤務手当を

含み、退職手当及び福利厚生費は含ま

ない。 

（参考） 

・平成１７年度決算額 ４１６，１９９

千円 

・平成２２年度目標額 ３９５，３８９

千円 

また、国家公務員の給与構造改革を

踏まえた給与体系の見直しを行う。 

（４）第３期中期計画期間の最終年度

として常勤職員数の削減計画を達成

する（５０人から４５人に削減）。 

 ３．中期目標期間を越える債務負担 

電子計算機の賃貸借期間、平成１９

年度から平成２３年度にかかる４年

間 

    

 


